
【 酒 税 】 




j商 税 の 概 要� 

O溜稜の韓率�  i念、各酒類的泊費状況需撃を考議して設定 
  
O酒税収入の約�  7鶴は、ピール、発議活等によるもの 
  

(単鋭:億宍}
1& 分

(lki1当たり) 

泡 性 溜 類 220.000符� 

178.125円� 

i青� 3蜜

スピリッツ等:214.1 
(1.5略)

ウイスキー等:309.5 
(2.1部}

の金主‘� 83.4(0.6%)
・合成清濁:草0.7(0.3覧)
.みりん:22.3(0.2事}
・ぢ奇麗泉実酒:9.5(0.1彊〕
.雑諸覇者事;0.9 (0.0出)

覇51~:莱 

j萄 類 平成�  20年度 

課税額{概数) 


ウイスキー・ブランデ-.スピリッツ 〈語君主見庁務べ}
 

J酒 類
※ 

1兆� 4.611償問

完走清書富

みりん・縫港{みりん類似〉� 

t才号表祭実績剥リキューJ(..

紛 末� 3際� 

〈官薄暗雲)1. 9毛3議後1吾妻耳・・・ピ…}~、発泡潟、その他の発泡性演重要(ビー J~;及び発m滋i法外の痛ま霊のうちア J(.. :コー J~分10度未満で発泡栓を草19"るもの} 
2.踏襲造酒ま棄ー・・・清3菌、果実潟、その他の器産量主酒{その他の発滋性酒類を量生し)� 

3.蒸留漏ま車場・・・量車続式蒸留告発事幸、単式蒸留焼扇、ウイスキー、ブランヂー、原料湾アルコー}]，、スピリッツ〈その後の発滋性酒類を書室く.� ) 

4.混成潔襲Ii'� . . .合成清酒、みりん、管理長果実潟、ワキ:t…J~、粉*灘、雑滴(その他のき義泡性酒類宅旨除く。〉 
※ それぞれ…定のアルコー}(..分iニ満たないものについては下線あり。� 

13 

{一定のもの控除 

140.000汚� 

120.000門� 

80.000Fヰ� 

11 

1∞.OOOF号� 

20.0∞円� 

390，000丹� 



【たばこ税】 




の税等、岬lef 税負担穣i

現行のたばこ税等の課税方式は、たばこの本数iこ応じた袋量税方式を撮用。� 〔盟十地方:8，744円/千本】

j たばこ1 籍(1~J: 300問、� 20本入り)(J)場合

たばこ説等の税頼度目盟
メ、� 

〆 ¥ 

消費税 国税 地方税 税抜価格� 

14.28内� 87.44P3 87.44陀� 110.84円

〈参考)たばこ税等の税収額(閏・地方;平成21年度予算、地方財政計薗欄) (単位:億丹〉 

20，795 
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盟一一
地方税 10，418 

道府県 市町村
たばこ税� たばこ税
2，559 工859
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8269(40 12526(60%)見〉輿鰭箆分 実質地方分， ，� 
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たばこ説等の税収と紙巻たiまこの販売数量の誰移

!紙巻たiまこの販兜数量l立、平成8年度をピ…クに年々議少している。勉方、税制i上11等により、税収は2兆円台を維持。 i 
(億本) 

※( )f誠前年摩郡紛  τ3500i弘{神主主}Ja{畠45}{仰いー�  
."'，，0υ ハ ー二，� 3，245 ~~守.J{4h21}...0.6) ("'0.8) ("'0.0) 


・ー�  ~-3，125 {4h42〉 a 会� ‘ 

2m4192riA25} 
"U'<Jι(...5.3) 

2，7寺号� (...4.3) 
2，585 ("'4.事}� 

2，45話� 

3，108 3，容器4 3，083 

(兆門) 
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1.141 

ま.24
2.302.28

2.202.252.292.32 
2.18 

1.07 
1.131.121.151.131.101.131.151.14 

1;04 
1:05

1.051.051.04 

1.75 

0.86 

2 

1.5 

21 
(若手段) 

2017141312987'1' 6 -・E 剛� 
62 

{告書道ぎ)1.閣のたばこ税等の税収i立平成20王手段3までは決算額、平成21若手度lま予算書重である。� 
2. 地方のたばこ税の税収は王子~19王手段家では決算額、平成 20若手度決算見込喜菜、平成 21 年度(，主総方財政計画喜重である n 
3. 紙巻たばこの員長発数量は‘ E~ドたばこ協会言語べによる。

3000 


2500 
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! 空手空中字額1=号する主義器号機関持組会戸竺.J

第2部 自的、基本廃棄IJ及び…般的義務

第3条目的

この条約及び議定書は、たばこの使用及びたばこの煙にさら会れることの広がりを継続的かつ実質的に減少させるため、締

約揺が滋閣において並びiこ地域的及び関際的に実施するたばこの規制のための措置!こついての手特¥!iみを提供する二ことによ

り、たjまこの消費及びたばこの慢にさらされることが慢療、社会、議壌ゑび経済iこ及iます破壊的な影響から現在及び将来の

世代安保護することを密約とする。

第3表s たばこの需要の減少に関する措震� 

こ関する指髄iぎにの需要を減少させるための価格及ぴ課税i?と条6第

1 締約聞は、価格及び課税に闘する措置が、様々な人々、特に年少者のたばこの消費を減少させることに関する効巣的及

び盤婆な手段であることを認識する。� 

2 各締約簡は、謀説政策を決定し及び確立する締約覇の主権的権利安害されることなく、たばこの短鱗に蹟する自冨の保

{線上の包鈴多考慮すべきで主主仏並t$1二、適当な場合iこは、援護愛安採択し又は維持すべきである。その捻震には、次のこと

を含めることができる。

(吟 たばこの消費の減少を目指す保健iこ窃目的こ寄与するため、たばこ製品!こ対する諜現政策及び適当な場合には儲

格政策を察結すること。

(b) 適翁な場合には、免税のたばこ製品についてーの園から他の聞に移動する者に対する販務又は当該者による輸入

を実業lI:.し又は制限すること。� 

3 	締約摺は、第21条の規定に設い、締約圏会議に対する定期的な報告においてたばこ製品の税率及びたばこの消嚢の勤

向を示す。� 
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